委   任   状 

【受任者】  康一宇（代理人識別番号：9-1998-000004-0）  洪基天（代理人識別番号：9-1998-000609-1）
趙輝建(代理人識別番号：9-2006-000001-2)   李相赫(代理人識別番号：9-2002-000143-4)

方恩姫(代理人識別番号：9-2004-000207-8)   李京禧(代理人識別番号：9-2004-000502-1)  

柳智源(代理人識別番号：9-2005-001485-6)
電話番号 ： 02-512-4272 　　　　住所 ： 大韓民国ソウル特別市江南区論山見洞9-21
【事件の表示】
番号 
: 


　日付
: 

【発明（考案）の名称、デザインの対象となる物品、商品（サービス業）類】 

【委任事項】 　01．上記事件に関する一切の行為　　02．上記出願に関する一切の行為 　　03．出願変更　　04． 出願の放棄又は取下げ　　05．特許権の存続期間延長登録出願の取下げ　　06．請求の取下げ　　07．申請の取下げ　　08．特許法第55条第1項及びこれを準用する実用新案法の規定による優先権主張、又はその取下げ　　09．決定又は処分に対して審判、再審、行政審判を請求する権限　　10．出願公開後の発明又は考案に基づいた警告　　11．出願人名義変更　　12．証明の請求　　13．通常実施権許諾の協議請求又は通常実施権設定の裁定請求及びその取消又は答弁　　14．異議申立関連一切の手続き　　15．他人の出願に関する出願審査の請求　　16．他人の特許出願及び実用新案登録出願に関する情報の提供　　17．実用新案登録出願に基づいた特許出願への二重出願　　18．特許出願に基づいた実用新案登録出願への二重出願　　19．実用新案登録出願又は登録実用新案に対する技術評価に関するすべての手続き　　20．他人の実用新案登録出願又は登録実用新案に対する技術評価に関するすべての手続き　　21．前記事項の遂行において復代理人の選任及び解任に関する権限
【委任者】
氏名　（名称）
： 


出願人識別番号 
： 


事件との関係 
： 

【趣旨】 特許法第7条、実用新案法第3条、デザイン保護法第4条及び商標法第5条の規定に基づき、上記の通り委任する。

委任者
住　　　所  
 




名称（氏名）

（印）
【委任日】
年 　　月 　　日 
F57 061017

